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2 監査の種類

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項に基づく定期監査及び行政監査

　　定期監査：財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

　　行政監査：行政事務の執行

３

　都市整備局及び消防局　

４

５ 監査の主な実施内容

６ 監査の実施場所及び日程

（１） 実施場所　監査委員事務局ほか

（２） 実施日程　令和７年８月２０日から１１月６日まで

監査基準への準拠

令和６年度及び７年度の財務に関する事務の執行及び行政事務の執行が、法令等に基づき、適正に
行われているか、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、組織及び運営の合理化等に努めているかな
どを主眼として、監査を実施した。
※重点取組事項
１　市有施設への自動販売機の設置について

市有施設への自動販売機の設置について、主に次の点を検証した。
（１） 自動販売機の設置の必要性を精査し、適切に設置されているか。
（２） 設置事業者の選定や使用許可に係る事務処理が適正に行われているか。
（３） 施設使用料や販売手数料等の収納事務が適正に行われているか。
（４） 自動販売機の機能面に留意しているか。

　　２　郵便切手類の管理等について
郵便切手類の保管・購入・使用状況について、主に次の点を検証した。
（１） 郵便切手類の保管方法は適正か。
（２） 郵便切手類の購入の必要性を精査し、適切に使用されているか。
（３） 郵便切手類に関する受払の事務処理が適正に行われているか。

　令和７年度の定期監査及び行政監査は、高松市監査基準に準拠して実施した。

監査の対象

監査の着眼点

　監査に当たっては、対象局から関係書類の提出を求めるとともに、説明を聴取して実施したほか、
実地監査を行った。（重点取組事項の実施状況は、１７～１９ページ参照）

令和７年度定期監査・行政監査の結果について
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７

指摘 意見 合計

都市整備局 1 — 1

交通政策課 1 — 1

道路管理課 — 1 1

河港課・公園緑地課 1 — 1

河港課 2 — 2

公園緑地課 2 — 2

住宅政策課 — 1 1

総務課 1 1 2

8 3 11合計

※指摘・・・条例や規則等に違反しているか、著しく適切さを欠くと判断したもの。

※意見・・・組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとしたもの。

都市整備局

消防局

所管課等

　事務の執行については、おおむね適正に処理されていたが、別記のとおり、その一部に改善を要
する事項が認められた。
　今後とも、市民の信頼を得られるように、法令等を遵守し、より一層、厳正かつ適正な事務の執
行に努められたい。
　また、当該事項について措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１４項の規定により、そ
の旨を監査委員に通知されたい。
　なお、通知は、監査結果を公表した日から起算して６か月を経過する日の属する月の末日まで
を目途に行われたい。

監査の結果
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結果
№

項 目
公表文

該当ページ

1 指摘 【重点】
自動販売機の設置等の占用許可に係る適正な
事務処理について

P4

2 指摘 【重点】 郵便切手の適正な管理について P5

3 指摘
請書による工事の変更契約に係る適正な事務
処理について

P6 都市整備局

4 指摘 見積徴取における適正な業者選定について P7 交通政策課

5 意見 道路占用許可に係る事務処理について P8 道路管理課

6 指摘
指名競争入札における予定価格調書の作成に
ついて

P10
河港課

公園緑地課

7 指摘
指名競争入札に係る指名業者の適正な選定に
ついて

P11

8 指摘
公園管理業務における請書の適正な取扱いに
ついて

P12

9 意見 補助金交付に係る事務処理について P13 住宅政策課

10 意見 【重点】 郵便切手の管理について P15

11 指摘
請書による工事の変更契約に係る適正な事務
処理について

P16

※ 【重点】 ・・・

区分 所管課等

「令和７年度高松市監査実施計画」に掲げた「重点取組事項」に基づき、監査したもの。

河港課

公園緑地課

都市整備局

総務課消防局

令和７年度定期監査・行政監査結果一覧
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結果№ №1

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘 【重　点】

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

監査実施年度／対象局等 令和7年度／都市整備局

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日

河港課

　自動販売機の設置等の占用許可に係る適正な事務処理について

市漁港施設である庵治漁港及び竹居漁港に設置している３台の自動販売機については、高松
市漁港管理条例に基づく占用許可を行っていなかった。
また、うち２台の自動販売機が隣接する建物に係る用地についても、占用許可を行っていな

かった。

河港課が所管する施設に設置している自動販売機等については、高松市漁港管
理条例等に基づき、漁港の維持管理を適正に行うため、設置者に占用許可申請書
の提出を求めるなど、占用許可に係る事務処理を適正に執行されたい。

高松市漁港管理条例

（責務）
第２条　市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
（占用の許可）
第８条 市漁港施設（水域施設を除く。）を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築
し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

高松市漁港管理条例施行規則

（市漁港施設の占用及び工作物設置の許可申請）
第６条 条例第８条第１項の許可を受けようとする者は、市漁港施設の占用・工作物設置許可
申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、
これらの書類の全部を添える必要がないときは、その一部を省略することができる。
（１）計画説明書
（２）位置図、縦断面図及び横断面図
（３）平面図及び丈量図
（４）設置しようとする工作物の構造を明らかにした図書
（５）利害関係人の同意書
（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

定期監査・行政監査結果
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定期監査・行政監査結果

結果№ №2

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘 【重　点】

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内　　容

河港課

郵便切手の管理について、使用状況は整理しているものの、高松市物品会計規則で定められ
た「材料品、生産品、郵便切手類受払票（以下「受払票」という。）」で整理していないもの
や、毎月１０日までに会計管理者に提出する必要がある「郵便切手類受払月報（以下「月報」
という。）」を作成・提出していないもののほか、月報の記載誤りにより、受払票との整合性
が取れていないものが見受けられた。

郵便切手については、高松市物品会計規則に基づき、定められた受払票の様式
により整理するとともに、月報を毎月正確に作成し、翌月１０日までに会計管理
者に提出するなど、適正に管理されたい。

　郵便切手の適正な管理について

高松市物品会計規則

（物品の区分）
第３条　物品は、次の各号に掲げる区分により取り扱い、出納をしなければならない。
（８）郵便切手類
（材料品等の整理）
第３３条　第３条第１項第４号に規定する材料品、同項第５号に規定する生産品及び同項第８
号に規定する郵便切手類は、受入価格を付して、予算科目別に材料品、生産品、郵便切手類受
払票（様式第５号）により整理しなければならない。
（郵便切手類受払月報の提出）
第３５条　物品取扱主任は、郵便切手類の受払については、毎月郵便切手類受払月報（様式第
８号）を作成し、翌月１０日までに会計管理者に提出しなければならない。
（会計管理者等及び物品取扱主任が備える帳票）
第５０条　会計管理者等及び物品取扱主任は、それぞれ次に掲げる帳票を備え付け、第３条に
規定する物品の区分及び別に定める物品の分類により整理しなければならない。
（２）物品取扱主任
ア 材料品、生産品、郵便切手類受払票（様式第５号）

監査実施年度／対象局等 令和7年度／都市整備局

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日

様式第５号（第33条、第50条関係）

 規格  単位

年　

月　　日　 数　　量 単　　　　価 数　　量 金　　　　額 数　　量 金　　　　額

・ 円 円 円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

摘　　　　要

 購入科目（目）  品名

受　　 　　入

金　　　　額 単　　　価

材料品、生産品、郵便切手類

受　 　払　 　票

摘　　 　　要
払　　 　　出 残

円 円
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定期監査・行政監査結果

結果№ №3

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

変更契約の締結に当たっては、高松市契約規則に基づき、変更後の契約金額
が、契約書を省略することができる額を超える場合は、変更契約書によって適正
に事務処理されたい。

都市整備局

　請書による工事の変更契約に係る適正な事務処理について

請書による工事の変更契約に係る事務処理について、契約金額の増額により、契約書を作成
する必要があったにもかかわらず、当初の契約を高松市契約規則第２１条第１号の規定により
請書で行っていたため、同様に契約書の作成が省略できるものと誤認し、変更請書によって事
務処理を行っていた。（交通政策課、道路管理課、道路整備課、河港課、公園緑地課、南部土
木センター、市営住宅課、下水道業務課）

令和7年12月1日

監査実施年度／対象局等 令和7年度／都市整備局

高松市監査委員告示第37号

（契約書の作成）
第２０条 市長は、契約を締結しようとするときは、契約者が決定した日から１０日以内に次
に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によ
り該当のない事項については、この限りでない。
（契約書作成の省略）
第２１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第１項の規定にかかわら
ず、契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約又は高松市長期継続契約
に関する条例第２条各号に掲げる契約については、この限りでない。
（１）契約金額が１００万円（工事又は製造の請負契約にあっては、１３０万円）以下の指名
競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき（登記又は登録の手続を要するときを
除く。）。

　高松市契約規則（令和７年１０月２１日改正、同年１１月１日施行以前のもの）

　高松市契約規則（令和７年１０月２１日改正、同年１１月１日施行以後のもの）

（契約書作成の省略）
第２１条
（１）別表に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額を超えない指名競争入札の方法による契
約又は随意契約を締結するとき（登記又は登録の手続を要するときを除く。）。
別表（第１７条の２、第２１条関係）
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定期監査・行政監査結果

結果№ №4

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

　見積徴取における適正な業者選定について

高松市帰属自転車売却要綱に基づく帰属自転車の売却事業に係る見積徴取に当
たっては、売却の相手方となる団体の構成員が、同要綱に規定する売却対象者の
要件に適合していることを適正に確認した上で、団体を選定されたい。

高松市帰属自転車売却要綱

（目的）
第１条 この要綱は、帰属自転車を第４条に規定する団体に売却し、当該業者により点検整備
された自転車を再び市場に供給することにより、放置自転車の再活用を図り、もって資源の再
生利用の推進及び市民のリサイクル意識の高揚に資することを目的とする。
（売却対象者）
第４条 前項の帰属自転車の売却を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも適
合している者で組織された団体とする。
（１）法第１２条第３項の規定に基づき香川県公安委員会が指定した者から市内における同項
に規定する防犯登録に係る業務を委託された者
（２）自らの責任において売却を受けた自転車の点検及び整備（警察庁認定自転車安全整備士
資格を有する者による点検及び整備に限る。）を行うことができると市長が認める者
（３）古物営業法第２条第３項に規定する古物商
（４）法第１２条に規定する自転車等の利用者の責務に関し、市が行う施策に積極的に協力す
ることができると市長が認める者

監査実施年度／対象局等 令和7年度／都市整備局

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日

交通政策課

高松市帰属自転車売却要綱に基づく帰属自転車の売却の相手方を決定するための見積徴取に
おいて、同要綱に規定する売却対象者の要件に適合していない業者が含まれている団体を選定
し、一者随意契約を締結していた。
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定期監査・行政監査結果

結果№ №5

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 意　　見

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

道路管理課

他部署において、行政財産の目的外使用許可等が行われた後に、道路占用許可
が必要と判明した占用物件については、他部署の事務処理状況を確認するととも
に、占用許可申請書等の記載内容についても十分に確認し、道路占用許可に係る
事務処理を円滑かつ適切に執行されたい。

（道路の占用の許可）
第３２条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を
使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
１　電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
（占用料の徴収）
第３９条　道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。
２ 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例（指
定区間内の国道にあっては、政令）で定める。

道路法

令和7年12月1日

令和５年５月に他部署において、行政財産の目的外使用許可を行った第１種電話柱（以下
「当該占用物件」という。）については、本来、道路法に基づき、道路占用による許可とすべ
きであったと判明したことから、７年１月に行政財産の目的外使用許可を取り消すとともに、
納付された使用料を返還した。
その後、７年４月に、道路管理課において、当該占用物件に係る占用許可を行ったが、他部

署が行った事務処理についての確認や、当該占用物件の設置者から提出された占用許可申請書
の添付書類における記載内容の確認が、十分に行われなかったことから、結果として、５年度
分及び６年度分の道路占用料が徴収されていなかった。

令和7年度／都市整備局監査実施年度／対象局等

　道路占用許可に係る事務処理について

高松市監査委員告示第37号
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定期監査・行政監査結果

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

高松市道路占用規則

（占用料の徴収）
第２条 市道又は附属物を占用しようとする者（以下「申請者」という。）は、道路占用許可
申請・協議書（様式第１号）を市長に提出して、その許可（法第３５条の規定による協議に
あっては、同意。第４条から第７条まで、第９条、第１０条、第１２条及び第１５条において
同じ。）を受けなければならない。
（占用許可）
第４条　市長は、別表第１に規定する基準により占用の許可を行うものとする。

高松市道路占用料徴収条例

（趣旨）
第１条 この条例は、道路法第３９条第２項の規定に基づき、市が道路の占用（以下「占用」
という。）につき徴収する占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
（占用料の徴収）
第４条　占用料の徴収方法は、次のとおりとする。
（１）占用料は、法第３２条第１項若しくは第３項の規定により許可をし、又は法第３５条の
規定により同意した日（電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第１０条、第
１１条第１項若しくは第１２条第１項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第２１条
の規定により協議が成立した日（当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事
を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を
開始した日））に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市長が定める
期限までに納入することができる。
（２）占用期間が翌年度以降にわたる占用料については、前号の規定にかかわらず、毎年度、
当該年度分を市長が定める期限までに徴収する。
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定期監査・行政監査結果

結果№ №6

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

指名競争入札を行う場合の予定価格については、予定価格調書に記載して封書
にし、開札の際に開札場所に備えられたい。

令和7年12月1日

監査実施年度／対象局等 令和7年度／都市整備局

高松市監査委員告示第37号

河港課
公園緑地課

　指名競争入札における予定価格調書の作成について

（予定価格）
第１１条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する
仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を予定価格調書に記載して封書にし、開札の
際、これを開札の場所に置かなければならない。
（一般競争入札に関する規定の準用）
第１７条 第５条、第６条第２項及び第７条から第１４条の６までの規定は、指名競争入札の
場合に準用する。

業務委託又は物品購入の契約に係る指名競争入札（公募型を含む。）において、執行伺や入
札情報で予定価格を設定しているものの、高松市契約規則等に定められた予定価格調書を作成
していなかった。

高松市契約事務処理要綱

（予定価格）
第２１条 入札を行う場合は、契約担当課はあらかじめ価格を予定し、市長の決定を得なけれ
ばならない。
２ 予定価格の決定を得たときは、封書にして秘密扱いとし、これを他に口外してはならず、
開札の場所に備えるものとする。

高松市契約規則
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定期監査・行政監査結果

結果№ №7

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

令和7年度／都市整備局

公園緑地課

　指名競争入札に係る指名業者の適正な選定について

高松市都市公園等公園遊具安全保守点検業務委託の指名競争入札に係る指名業者について、
入札参加資格者名簿に登載のある者のうち、指名基準に適した市内企業及び準市内企業がない
ため、県内に事業所等がある者又は県内事業所に契約等の権限を委任している者から３者を選
定しているが、そのうち１者は、県内に委任された事業所のない入札参加資格者名簿登載外の
業者を選定していた。
また、指名した当該業者と異なる者から提出された入札書を、有効なものとして取り扱って

いた。

指名競争入札に係る指名業者については、入札参加資格者名簿に登載された者
のうちから適正に選定するとともに、契約事務の公平性及び透明性の確保が図ら
れるよう、所属内における適切な審査体制を構築されたい。

高松市物品・委託・役務の提供等指名競争入札等業者選定要領

（指名業者の選定）
第２条 指名競争入札を行う場合において指名する業者（以下「指名業者」という。）は、物
品・委託・役務の提供等に係る令和５年１月１日から令和７年１２月３１日までの間の競争入
札に参加する者に必要な資格、資格審査の提出期間及び方法等について定める件の定めるとこ
ろにより高松市物品・委託・役務の提供等競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちか
ら、事務処理要綱第２章第１節及び第２節の規定に基づき、業種及び営業種目に応じ選定する
ものとする。
（市内企業への優先発注の方針）
第３条 地元企業の育成及び地域経済の活性化を図るため、指名業者の選定に当たっては、適
正な競争原理のもと公平性を確保した上で、市内企業を優先するものとする。
２ 前項の場合において、市内企業以外の者を指名しようとするときは、準市内企業・市外企
業の順で、指名の対象を拡大するものとする。

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日

監査実施年度／対象局等
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定期監査・行政監査結果

結果№ №8

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

民法

（請負）
第６３２条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結
果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

　公園管理業務における請書の適正な取扱いについて

令和７年度高松市立屋島みどりヶ丘西公園ほか１２公園の管理業務において、決裁を受けた
支出負担行為には、公園管理者の厳守事項や謝礼金の金額などを明記した請書の案が添付され
ていたものの、業務に着手して５か月を経過しているにもかかわらず、管理業務を請け負う相
手方から、請書を徴していなかった。

請書については、公園の管理業務を請け負う相手方から、履行を誓約させるた
めに徴する書面であることから、承諾者の承諾意思を文書により明確にするた
め、適正に徴されたい。

公園緑地課

監査実施年度／対象局等 令和7年度／都市整備局

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日
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定期監査・行政監査結果

結果№ №9

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 意　　見

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

高松市安心あんぜん住宅事業補助金交付要綱

（交付の申請）
第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、高松市安心あんぜ
ん住宅事業交付申請書（様式第１号）に、別表第２に定める書類を添えて、市長に提出しなけ
ればならない。
別表第２（第７条関係）

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日

　補助金交付に係る事務処理について

監査実施年度／対象局等 令和7年度／都市整備局

高松市安心あんぜん住宅事業補助金交付要綱に規定する、既存住宅状況調査技
術者の資格要件を確認するための添付書類については、同技術者の登録証の写し
ではなく、既存住宅状況調査技術者講習の修了証明書の写しとするよう、同要綱
の改正を検討されたい。

住宅政策課

高松市安心あんぜん住宅事業補助金交付要綱に基づく既存住宅状況調査事業については、同
要綱において、既存住宅状況調査技術者の資格要件を確認するため、同技術者の登録証の写し
を提出するよう規定しているが、同技術者は、既存住宅状況調査技術者講習登録規程におい
て、「国土交通大臣の登録を受けた講習（既存住宅状況調査技術者講習）の修了証明書を有す
る者」と規定されていることから、現状は、要綱の規定と異なる当該修了証明書の写しによっ
て資格要件を確認し、事務処理を行っていた。
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定期監査・行政監査結果

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

既存住宅状況調査技術者講習登録規程

（定義）
第２条
５ この規程において「既存住宅状況調査技術者」とは、既存住宅状況調査を行う技術者で、
この規程により国土交通大臣の登録を受けた講習（以下「既存住宅状況調査技術者講習」とい
う。）の修了証明書を有する者をいう。
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定期監査・行政監査結果

結果№ №10

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 意　　見 【重　点】

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

高松市物品会計規則

（物品の区分）
第３条　物品は、次の各号に掲げる区分により取り扱い、出納をしなければならない。
（８）郵便切手類
（材料品等の整理）
第３３条 第３条第１項第４号に規定する材料品、同項第５号に規定する生産品及び同項第８
号に規定する郵便切手類は、受入価格を付して、予算科目別に材料品、生産品、郵便切手類受
払票（様式第５号）により整理しなければならない。
（会計管理者等及び物品取扱主任が備える帳票）
第５０条 会計管理者等及び物品取扱主任は、それぞれ次に掲げる帳票を備え付け、第３条に
規定する物品の区分及び別に定める物品の分類により整理しなければならない。
（２）物品取扱主任
ア 材料品、生産品、郵便切手類受払票（様式第５号）

　郵便切手の管理について

郵便切手の管理について、使用状況等は整理しているものの、高松市物品会計規則に定めら
れた「材料品、生産品、郵便切手類受払票（以下「受払票」という。）」で整理していないも
のや、同規則改正前の受払票の様式により整理しているものが見受けられた。

監査実施年度／対象局等 令和7年度／消防局

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日

総務課

郵便切手については、高松市物品会計規則に定められた受払票の様式により整
理するなど、管理方法の見直しを検討されたい。

様式第５号（第33条、第50条関係）

 規格  単位

年　

月　　日　 数　　量 単　　　　価 数　　量 金　　　　額 数　　量 金　　　　額

・ 円 円 円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

摘　　　　要

 購入科目（目）  品名

受　　 　　入

金　　　　額 単　　　価

材料品、生産品、郵便切手類

受　 　払　 　票

摘　　 　　要
払　　 　　出 残

円 円
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定期監査・行政監査結果

結果№ №11

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

　高松市契約規則（令和７年１０月２１日改正、同年１１月１日施行以後のもの）

（契約書作成の省略）
第２１条
（１）別表に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額を超えない指名競争入札の方法による契
約又は随意契約を締結するとき（登記又は登録の手続を要するときを除く。）。
別表（第１７条の２、第２１条関係）

　高松市契約規則（令和７年１０月２１日改正、同年１１月１日施行以前のもの）

　請書による工事の変更契約に係る適正な事務処理について

監査実施年度／対象局等 令和7年度／消防局

高松市監査委員告示第37号 令和7年12月1日

総務課

変更契約の締結に当たっては、高松市契約規則に基づき、変更後の契約金額
が、契約書を省略することができる額を超える場合は、変更契約書によって適正
に事務処理されたい。

（契約書の作成）
第２０条 市長は、契約を締結しようとするときは、契約者が決定した日から１０日以内に次
に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によ
り該当のない事項については、この限りでない。
（契約書作成の省略）
第２１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第１項の規定にかかわら
ず、契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約又は高松市長期継続契約
に関する条例第２条各号に掲げる契約については、この限りでない。
（１）契約金額が１００万円（工事又は製造の請負契約にあっては、１３０万円）以下の指名
競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき（登記又は登録の手続を要するときを
除く。）。

請書による工事の変更契約に係る事務処理について、契約金額の増額により、契約書を作成
する必要があったにもかかわらず、当初の契約を高松市契約規則第２１条第１号の規定により
請書で行っており、契約書の作成が省略できるものと誤認し、変更請書によって事務処理を
行っていた。
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テーマ１　市有施設への自動販売機の設置について

対象局 所管課 台数（台）

都市計画課 高松駅南交通広場（高速バスターミナル待合所） 2

中央駐車場 4

南部駐車場 1

美術館地下駐車場 1

杣場川駐車場 1

瓦町駅地下駐車場 4

男木港 2

立石港 1

浦生漁港 1

亀水漁港 1

庵治漁港 2

竹居漁港 1

市営住宅課 朝日町団地ほか２０団地（７年３月撤去：４台） 25

香東川浄化センター 1

東部下水処理場（６年８月撤去：１台） 3

牟礼浄化苑 1

高松市民防災センター 1

北消防署（６年７月撤去：１台） 3

朝日分署 2

南消防署 1

円座出張所 1

香川分署 1

東消防署 2

山田出張所 1

牟礼分署 1

西消防署 1

国分寺出張所 1

綾川分署 1

三木消防署 1

西部分団第２部消防屯所ほか３分団（７年３月撤去：４台） 4

139

○設置状況について

施設名

都市整備局

交通政策課

河港課

公園緑地課 木太中央公園ほか４３公園
（令和６年６月増設：２台、７年７月新設：１台、７年８月撤去：３台）

67

下水道施設課

消防局 総務課

合計

行政監査（重点取組事項）の実施状況
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※ 「本市に収納無し」については、自動販売機の設置者が、直接、電力会社に支払いをしている。

省エネルギー型 6

キャッシュレス 2

○自動販売機の付加機能について（本市が公募しているもの）

付加機能 台数（台）

本市に収納有り 69

本市に収納無し 70
指定管理者４４台、福利厚生団体１５台、
漁業協同組合６台、その他法人等５台

販売手数料 台数（台） 内訳

○電気使用料の状況について

電気使用料 台数（台） 内訳

本市に収納有り 43

本市に収納無し（※） 96
指定管理者４４台、協定締結事業者４２台、
漁業協同組合６台、その他法人等４台

○販売手数料の状況について

普通財産の貸付契約 2 2 —

許可無し 3 監査結果報告書４ページ参照

行政財産目的外使用許可 62 16 46

港湾・市漁港施設占用許可 5 2 3

公園施設設置許可 67 — 67

本市の公募以外によるもの 133
協定締結事業者６３台（※）、指定管理者４４台、
福利厚生団体１５台、漁業協同組合６台、
その他法人等５台

※ 「協定締結事業者」とは、災害時における救援物資提供に関する協定、又は、高松市消防団員応援自
動販売機の設置に関する協定（６年度末解消）の締結事業者をいう。（以下同じ。）

○設置に係る許可及び使用料等の状況について

許可の形態 台数（台）
使用料等の有無

減免有り（台） 減免無し（台）

○事業者の選定について

選定方法 台数（台） 内訳

本市の公募によるもの 6

行政監査（重点取組事項）の実施状況
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テーマ２　郵便切手類の管理等について（※１）

対象局 所管課等
種別

（※２）

保管場所の
施錠の有無等

（※３）

受払票の作成の有無等
（※３・４）

受払月報の
作成の有無等
（※３・５）

切手 ○ ○ ○

収入印紙等 ○ ○ ○

河港課 切手 ○ ×（任意様式（※６）） ×（※６）

住宅政策課 切手 ○ ○ ○

市営住宅課 切手 ○ ○ ○

下水道経営課 切手 ○

下水道業務課 切手 ○

切手 ○

収入印紙等 ○

切手 ○

書簡 ○

下水道施設課
（東部下水処理場）

切手 ○

消
防
局

総務課 切手 ○
×（任意様式、旧様式

（※８、９））
○

※９　監査報告書１５ページ参照

※１　郵便切手類：郵便切手類受払月報の報告対象物品（郵便切手、郵便葉書、郵便書簡（レターパック等）、
　　収入印紙、特許印紙等、収入証紙、テレホンカード、図書カード、クオカード、商品券、回数券等）

※２　郵便切手は「切手」、郵便書簡（レターパック等）は「書簡」、収入印紙、特許印紙等、収入証紙は「収
　　入印紙等」と表記

※３　有りの場合は「○」、無しの場合は「×」と表記

※４　受払票：高松市物品会計規則に規定する「材料品、生産品、郵便切手類受払票（様式第５号）」

※５　受払月報：高松市物品会計規則に規定する「郵便切手類受払月報（様式第８号）」

※６　監査報告書５ページ参照

※７　下水道経営課、下水道業務課、下水道整備課及び下水道施設課における郵便切手類の管理については、下
　　水道事業の会計事務の処理に関して、高松市物品会計規則の特例を定める、高松市下水道事業の会計事務の
　　特例に関する規則等に基づき、事務処理を行っていた。なお、同規則において、受払票等の様式は定められ
　　ていない。

※８　旧様式：令和５年４月１日に高松市物品会計規則が改正される前の受払票の様式

○（※７）

○（※７）

都
市
整
備
局

道路整備課

下水道整備課

下水道施設課
（香東川浄水センター）

○（※７）

○（※７）

○（※７）

○（※７）

○（※７）

行政監査（重点取組事項）の実施状況

＜参考＞
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令和７年度高松市監査実施計画（関係部分の抜粋）

   ２　令和７年度の重点取組事項

本市の市有施設には、利用者の利便性の向上や施設の有効利用を目的として、多くの自動販
売機が設置されており、市有施設に自動販売機を設置する場合は、原則として公募により設置
業者を選定し、行政財産の使用許可のほか、施設使用料や販売手数料等の収納事務など、付随
した事務を行っている。

そこで、災害時における自動販売機の二次的機能も含め、設置業者の選定や使用許可に係る
事務処理等が適正に行われているのか、また、自動販売機の設置により、市有施設が有効活用
され、市民サービスの向上に資しているのかという観点から、７年度も引き続き、監査を実施
する。

高松市物品会計規則の規定では、郵便切手類は特に厳重に保管しなければならず、受払票に
より整理するとともに、受払月報を作成し、会計管理者に提出しなければならないとされてい
る。

また、令和６年１０月１日から郵便料金が変更されたことに伴い、差額分の郵便切手を追加
購入する必要があるものと考える。

そこで、郵便切手類の保管及び在庫管理、受払の事務などが適正に行われているのかという
観点から、監査を実施する。

（１）市有施設への自動販売機の設置について

（２）郵便切手類の管理等について

＜参考＞
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